
阿 久 根 市 小 規 模 校 入 学 特 別 認 可 制 度 実 施 要 項  

 

                     阿 久 根 市 教 育 委 員 会  

 

１  小 規 模 校 入 学 特 別 認 可 制 度 （ 特 認 校 制 度 ） の 目 的  

  特 認 校 制 度 は ， 本 市 の 周 辺 部 に 位 置 し ， 自 然 環 境 に 恵 ま れ た 小

規 模 の 小 学 校 や 中 学 校 へ の 入 学 を 特 別 に 認 め る こ と に よ り ， き め

細 か な 学 習 指 導 や 児 童 生 徒 一 人 ひ と り の 能 力 を 最 大 限 に 伸 ば す と

と も に ， 自 然 環 境 を 活 か し た 体 験 学 習 ・ 交 流 活 動 等 を 通 じ て 豊 か

な 人 間 性 を 培 う こ と を 目 的 と し ま す 。  

 

２  対 象 と な る 学 校 並 び に 所 在 地 及 び 連 絡 先  

  児 童 ， 生 徒 数 の 現 状 ， 学 校 を 取 り 巻 く 環 境 や 教 育 活 動 及 び 学 習

指 導 な ど ， あ ら ゆ る 面 を 考 慮 し ， 次 の ７ 校 を 対 象 と し ま す 。  

学 校  所 在 地  連 絡 先  

大 川 小 学 校  大 川 ８ ０ ６ １ 番 地  ７ ４ － ０ ０ ０ ７  

西 目 小 学 校  西 目 １ ２ ４ ５ 番 地  ７ ２ － ０ ４ ４ ８  

鶴 川 内 小 学 校  鶴 川 内 ３ ３ ８ ０ 番 地  ７ ２ － ０ ４ ８ ９  

田 代 小 学 校  鶴 川 内 ７ ２ ５ ７ 番 地  ７ ９ － ２ ０ ０ １  

尾 崎 小 学 校  山 下 ５ ９ １ ６ 番 地  ７ ２ － ２ １ ０ ０  

大 川 中 学 校  大 川 ８ ２ ５ ０ 番 地  ７ ４ － ０ ０ ０ ４  

鶴 川 内 中 学 校  鶴 川 内 １ ０ ３ ０ ０ 番 地 ７ ２ － ２ １ ０ １  

  

３  入 学 （ 転 学 を 含 む 。） の 条 件  

   保 護 者 の 申 請  

   教 育 委 員 会 は ， 児 童 生 徒 及 び 保 護 者 が 特 認 校 制 度 に よ る 入 学

を 希 望 す る 場 合 ， 入 学 が 適 当 か ， 制 度 の 目 的 に 沿 っ た も の か を

面 談 の 上 ， 判 断 し ま す の で ， 必 ず 児 童 生 徒 同 伴 の 上 ， 教 育 委 員

会 に 次 に 掲 げ る 書 類 を 提 出 し て く だ さ い 。  

  ア  入 学 及 び 転 入 学 申 込 書 （ 別 記 第 １ 号 様 式 ）  

  イ  在 籍 し て い る 学 校 の 学 校 長 の 意 見 書 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 。 た

だ し ， 小 学 校 新 入 学 児 童 の 場 合 は 不 要 で す 。 中 学 校 進 学 の 場



合 は ， 在 籍 し て い た 小 学 校 長 の 意 見 書 と し ま す 。）  

  通 学 許 可 区 域 及 び 通 学 方 法  

   児 童 生 徒 の 負 担 を 考 慮 し ， 自 宅 か ら 学 校 ま で の 片 道 の 通 学 時

間 は ， １ 時 間 以 内 と し ， 保 護 者 に よ る 送 迎 を 原 則 と し ま す 。  

   保 護 者 の 協 力  

   児 童 生 徒 が 正 規 の 通 学 区 域 を 越 え て 通 学 す る こ と か ら ， 登 下

校 時 に お け る 安 全 の 確 保 や 生 活 指 導 等 へ の 協 力 の ほ か ， 学 校 の

諸 行 事 ， Ｐ Ｔ Ａ 活 動 及 び 指 導 体 制 に つ い て も 保 護 者 の 理 解 と 協

力 が 必 要 と な り ま す 。  

   児 童 生 徒 の 心 身 の 状 況  

   遠 距 離 通 学 ， 特 別 活 動 等 学 校 生 活 に 係 る 特 殊 事 情 を 考 慮 し た

場 合 ， 児 童 生 徒 の 身 体 的 状 況 が こ れ に 耐 え ら れ る こ と が 前 提 と

な り ま す 。  

   在 籍 校 等 へ の 影 響  

   在 籍 校 の 学 級 編 制 （ 学 級 数 の 減 少 ） や 地 元 の 子 ど も 会 活 動 等

に 支 障 を 生 じ る 場 合 ま た は 阿 久 根 市 小 規 模 校 入 学 特 別 認 可 制

度 を 実 施 し て い る 学 校 の 学 校 区 か ら の 変 更 に つ い て は ， 原 則 と

し て 特 認 校 制 度 の 適 用 は 認 め ら れ ま せ ん 。  

   入 学 の 時 期 及 び 期 間  

   特 認 校 へ の 入 学 は ， 年 度 当 初 に 就 学 す る 場 合 の ほ か ， 年 度 途

中 に お い て も 認 め ま す 。 期 間 に つ い て は ， １ 年 以 上 の 通 年 通 学

を 原 則 と し ま す 。  

   入 学 の 取 消 し  

   入 学 の 許 可 後 に お い て ， 申 請 の 事 実 と 異 な る な ど ， 特 認 校 制

度 の 目 的 に そ ぐ わ な い 事 実 が 生 じ た 場 合 は ， 入 学 を 取 り 消 す こ

と が あ り ま す 。  

   そ の 他  

   児 童 生 徒 に つ い て は ， 居 住 地 に お け る 子 ど も 会 活 動 に 加 え ，

特 認 校 区 内 に お け る 子 ど も 会 活 動 や 特 認 校 区 住 民 と の 交 流 に

も 積 極 的 に 参 加 す る 必 要 が あ り ま す 。  

 

 

 


